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新しい年を迎えました。どうぞ今年もよろ

しくお願い申し上げます。 

 

5月1日には新元号と共に新しい時代に入りま

す。歴史的な一年になるでしょう。 

この新時代、明暗を考えますと「暗」の部分を考

えざるを得ません。 

積年のあらゆる仕組みが疲弊し出し、あらゆる

ところにリスクが露呈し出しました。…世界的に

です。資本主義そのもの自体が、きしみ始めたよ

うです。 

原因は「自分さえよければ」という利己主義の

蔓延と弱肉強食の文化です。せっかく人間が良し

としたシステムを人間が潰しつつあります。 

ということで「何かが起きる」年になりそうで

す。情報過多はリスクだらけとなっています。 

さて人間の英知とバランス感覚でこのやりた

い放題勝手な世界をどう施したらこの地球をや

さしく守れるのでしょうか。 

 その答えは人間が持っていると思うのです。 

日本人は昔から「足るを知る」を教わってきまし

た。目一杯を欲しがることを少し控えめにしたの

です。獲得競争・持久競争ではなく、そこには譲

り合い、相互扶助の精神があります。政治にして

も、経済にしても、教育にしても、全てに通ずる

事も日本特有のものです。そんなことでは負けて

しまうと考える人がいるかもしれません。世の中

一人勝ちはありません。成長とは廻りあっての成

長です。 

私たち一人一人がゆっくりでも、良く前に進む

利他の精神です。あまたのリスクがニッポンと

私たち身の廻りにありますが“リスクまた良し”

の大きな姿勢からこの日本の難局を乗り越えま

しょう。表題の「悲観的に考え楽観的に行動す

る。」はその意味です。 

こんな気持ちで今年は勇気をもって冷静に歩

んでゆく所存です。 

どうぞよろしくお願いします。
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公的年金と確定申告 

昨年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。宇久田会計事務所の社会

保険研究グループです。新しい年を迎え、そろそろ気になるのが確定申告です。以前は、公的年

金等を受給し、その年金総額が公的年金控除額と基礎控除額の合計額より大きい場合は、皆さん

確定申告が必要でした。しかし、平成 23 年度税制改正で公的年金等に係る申告不要制度が導入

され、とりあえず申告不要が当たり前と安心しておりましたが、この制度、本当にそれで良いの

か今回改めて考え直し、「確定申告が必要」、「確定申告が不要」、「確定申告をすると還付金があ

る」の判定が出来るチャートを作成してみました。 

 

公的年金等の収入金額が 400万円を超えている。 

        ↓はい           ↓いいえ 

必要        公的年金等以外の所得金額が 20万円以下である。 

                   ↓はい        ↓いいえ 

公的年金等の扶養親族等申告書を提出していない。   必要 

        ↓はい           ↓いいえ 

公的年金等から源泉徴収されている。     ↓ 

   ↓はい      ↓いいえ      ↓ 

  還付       不要         ↓ 

                      ↓ 

公的年金等の扶養親族等申告書を提出したが、提出後に控除内容に変更又は誤りがあり控除が減

ったが申告書の再提出をしていない。 

        ↓はい           ↓いいえ 

必要        公的年金等から源泉徴収されている。 

                  ↓はい         ↓いいえ 

                  ↓          不要 

                  ↓ 

公的年金等の扶養親族等申告書を提出したが、提出後に控除内容に変更又は誤りがあり控除が増

えたが申告書の再提出をしていない。 

   ↓はい            ↓いいえ 

還付    自分自身で国民健康保険や後期高齢者健康保険を支払っている。 

          ↓はい     ↓いいえ 

還付    医療費控除、寄付金控除や雑損控除を受けようと思う。 

         ↓はい         ↓いいえ 

        還付          不要 

参考にしてみて下さい。尚、確定申告が不要でも市町村への申告は必要な場合があります。 

 

さわやか土曜塾２月の格言 「他人の欠点我これを補充す」 

日時 : 2019 年 2 月 9 日(土) 10:00～11:30  場所 : 辻堂市民図書館 2 階多目的室 （藤沢市辻堂 2-15-8）   

会費 : 500 円                        詳細は、志村賢一・智江まで                                         
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～年頭に寄せて～ 

 

皆さんお元気な年で！ 

 

日本文化に親しむ年に 

 

まずは身体を作らねば！ 

 

Like a Hulk. 

 

セトも頑張ります！ 

 

顧問先様の発展を願い 

 

全ての人に明るい未来 

 

和をもって貴しとなす 

 

みんなそろって幸せに 

 

作る！造る！創る！ 

 

まずはやってみる！ 

 

休むのも仕事のうち 

 

前進あるのみ！ 

 

はじめの一歩が大切！ 

 

つねに感謝の心。 
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初めまして、こんにちは。防災士の志村賢一です。 

昨年は自然災害が非常に多い年でした。日本は今後、今までに経験

した事のない災害に見舞われる可能性があると思われます。 

そこで、この場所をお借りしまして、「いざ」という時の為に皆

様に少しでも役立つ防災や応急手当の情報を連載していこうと思

います。 

今回お話は、大きな地震が発生した時の行動方法です。 

・エレベーターにいる時：全ての階のボタンを押して、停止した階で降りて下さい。 

・地下街にいる時：地上に比べ揺れが小さいので、頭をカバン等で守り壁や太い柱に身を寄せて

下さい。揺れが収まったら係員の指示に従って非難して下さい。 

・建造物の中にいる時：天井からの落下物に注意し、置物やガラスから離れ、机や椅子の下に身

を寄せ、カバン等で頭を守りましょう。揺れが収まり、係員がいる場合はその指示に従い落ち着

いて避難して下さい。 

・外にいる時：落下物やガラスの飛散に注意し、カバン等で頭を守りながら安全な広い場所に避

難しましょう。ブロック塀や自動販売機、電柱等には近づかないで下さい！ 

・自動車の運転中：急ブレーキをかけず、ハザードランプを点灯させゆっくり減速し、交差点を

避けて左寄せでエンジンを止めて下さい。避難をするときは、火災を引き込まないように窓を閉

め、キーを付けたままドアロックをせずに貴重品を持って避難をして下さい。 

また次回、お会いしましょう。ありがとうございました。 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

  トランプがニッポンに防衛費負担を求めてきたら… 

世界情勢が混とんとしている。トランプ大統領の一挙手一投足に翻弄

されている。米国の強さ、リーダーシップが揺らいできている。自国第

一主義のトランプが我がニッポンに防衛費の応分負担を求めてきやしな

いか…。 

米中貿易戦争に目を奪われているときではない。平和ボケから目を覚

ます時が来たのかもしれない。 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
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お読みになったご感想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail : k-shimura@ukuta.net 又は上記 FAXで) 

                    

昔、亀戸（江東区）は海に浮かぶ島で、その島の形が亀に似ていたことに由来する。そして、村にあった「亀が

井」という古井戸と合体して「亀井戸（かめいど）」となり、「井」の字が省略されて「亀戸」となった。 
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